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第１章 計画の概要 

１ 計画策定の趣旨 

「子どもは社会の希望であり、未来をつくる力である。その健やかな育ちや子育て

を支えることは、一人ひとりの子どもや保護者のみならず、未来のために、社会全体

で取り組むべき最重要課題である。」との認識の下で、平成 27 年度に子ども・子育て

支援新制度が開始され、同年に閣議決定された「少子化社会対策大綱」では、多大な

影響を及ぼす少子化により、危機的状況にあるとの認識に立ち、結婚、妊娠、子ども・

子育てに温かい社会の実現を目指すとされ、子育て支援施策を一層充実させるものと

されました。 

平成 29 年６月には社会問題化している待機児童の解消と、女性の就業率向上を目

指した「子育て安心プラン」が公表され、社会の様々な分野で女性が活躍することに

大きな期待がかけられており、実際に、本市においても子育て世代にある女性の就労

は年々進んでいます。 

そして、同年 12 月には「新しい経済政策パッケージ」が閣議決定され、政策資源の

投入がなされ、また、平成 30 年９月には、全ての就学児童が放課後を安心して過ご

せるように「新・放課後子ども総合プラン」が策定、令和元年 10 月からは「幼児教

育・保育の無償化」が実施されています。 

本市では、平成 27 年３月には子ども・子育て支援法に基づく「沼田市子ども・子育

て支援事業計画」を策定し、子どもの健やかな成長を支援することや、教育・保育ニ

ーズの整備、社会基盤の構築やワークライフバランスを実現するための意識改革等に

努めてまいりました。 

この度、第１期計画が最終年度を迎えたことから、今までの課題を踏まえた上で、

子どもの育ちや子育てをめぐる課題に広い視野で取り組む「第２期沼田市子ども・子

育て支援事業計画」を策定します。 
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２ 計画策定の根拠となる法律 

【子ども・子育て支援法】 
（基本理念） 

第 2 条 子ども・子育て支援は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任

を有するという基本的認識の下に、家庭、学校、地域、職域その他の社会のあらゆる分

野における全ての構成員が、各々の役割を果たすとともに、相互に協力して行われなけ

ればならない。 

２ 子ども・子育て支援給付その他の子ども・子育て支援の内容及び水準は、全ての子

どもが健やかに成長するように支援するものであって、良質かつ適切なものであり、か

つ、子どもの保護者の経済的負担の軽減について適切に配慮されたものでなければなら

ない。 

３ 子ども・子育て支援給付その他の子ども・子育て支援は、地域の実情に応じて、総

合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。 

（市町村子ども・子育て支援事業計画） 

第 61 条 市町村は、基本指針に即して、五年を一期とする教育・保育及び地域子ども・

子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する

計画を定めるものとする。 

 

 

 

３ 計画の期間 

本計画の期間は、令和２年度から令和６年度までの５年間とします。 

H27 
(2015) 

H28 
(2016) 

H29 
(2017) 

H30 
(2018) 

Ｒ1 
(2019) 

Ｒ2 
(2020) 

Ｒ3 
(2021) 

Ｒ4 
(2022) 

Ｒ5 
(2023) 

Ｒ6 
(2024) 

          

 

 

沼田市子ども・子育て支援事業計画 

計画 
策定 

第２期沼田市子ども・子育て支援事業計画 
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４ 計画の位置づけ 

本計画は、本市のまちづくりの最上位計画である「沼田市第六次総合計画」に基づ

く部門別計画として、第１期計画での施策や事業の課題や評価を反映し、子ども・子

育て支援事業に関する事項を定める関連計画等との調和が保たれるものとします。 
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第２章 子ども・子育てをめぐる本市の現状 

１ 統計からみた本市の現状 

（１）人口の推移 
本市の人口は、０～14 歳の年少人口、15 歳～64 歳の生産年齢人口はともに減少傾

向で推移していますが、65 歳以上の高齢者人口は増加しています。 

年少人口について、平成 27 年から平成 31 年までを比較すると約 900 人減少して

おり、割合は 1.2 ポイント減少しています。 

また、総人口では約 2,800 人程度減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（各年 4 月１日現在） 
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（２）出生数の推移 
本市の出生数は、減少傾向にあり、平成 23 年から平成 29 年までの推移をみると、

86 人減少しています。 

合計特殊出生率※の推移をみると、増減を繰り返して推移しており、群馬県・全国と

比較すると、平成 29 年を除きどの年も上回っています。 

 

【出生数】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：群馬県健康福祉統計年報 

 

【合計特殊出生率】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：群馬県健康福祉統計年報 

 

※合計特殊出生率：15 歳から 49 歳の女性の年齢別出生率を合計した指標のこと。ひとりの女性が平均して一

生の間に何人の子どもを産むかを表す。  
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（３）婚姻の動向 
本市の未婚率は、男女ともに上昇しています。平成 17 年から平成 27 年までの 10

年間で、40～44 歳でみると男性では 7.1 ポイント、女性では 6.6 ポイント上昇して

います。 

【未婚率（男性）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20～24 歳 25～29 歳 30～34 歳 35～39 歳 40～44 歳 

Ｈ17 年 88.1 61.9 43.3  29.5 21.9 

Ｈ22 年 91.5 67.1 41.9  32.8 26.5 

Ｈ27 年 89.2 72.6 45.3  32.9 29.0 

 

【未婚率（女性）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20～24 歳 25～29 歳 30～34 歳 35～39 歳 40～44 歳 

Ｈ17 年 82.4 48.8 25.9  17.6 8.8 

Ｈ22 年 86.3 53.6 28.5  17.7 16.1 

Ｈ27 年 85.8 53.9 32.4  19.5 15.4 

資料：国勢調査（Ｈ27 年） 
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（４）女性の就業状況 
女性の年代別労働力率※をみると、20 歳代でピークがあり、出産・育児期に低下し、

40 歳代で再び上昇することで描かれる M 字カーブは緩和されてきていることがみて

とれます。 

また、労働力率を平成 27 年と平成 17 年を比較すると、20 歳～24 歳では 1.3 ポ

イント減少しているのに対し、25～29 歳では 3.2 ポイント、30 歳～34 歳では 6.8

ポイント、35 歳～39 歳では 8.8 ポイントそれぞれ増加しています。 
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29 歳 

30～

34 歳 

35～

39 歳 

40～

44 歳 

45～

49 歳 

50～

54 歳 

55～

59 歳 

Ｈ17 年 10.1 67.6 69.4 63.2 67.1 74.5 77.4 73.9 65.2 

Ｈ22 年 10.9 66.7 70.1 68.0 70.3 76.7 76.6 74.3 65.9 

Ｈ27 年 9.9 66.3 72.6 70.0 75.9 78.5 81.7 79.8 73.2 

資料：国勢調査 

※労働力率：生産年齢人口に占める労働力人口の比率のこと。 
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（５）人口推計 
令和２年から令和６年までの人口推計をみると、０～14 歳の年少人口、15 歳～64

歳の生産年齢人口はともに減少傾向が見込まれます。 

また、65 歳以上の高齢者人口は令和４年から減少傾向が見込まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳を基にしたコーホート変化率法にて推計 
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➀母子世帯数・母子世帯人員 

母子世帯数と母子世帯人員数の推移は増減しており、平成 17 年と平成 27 年を比較

すると世帯数は 29 世帯、世帯人員は 76 人減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②父子世帯数・父子世帯人員 

父子世帯数と父子世帯人員数の推移は増減しており、平成 17 年と平成 27 年を比

較すると世帯数は 16 世帯、世帯人員は 44 人減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 
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２ 子育て支援サービスなどの現状 

（１） 教育施設の状況 
➀教育施設等の入所児童数等 

本市における公立幼稚園、認定こども園（教育認定）の状況をみると、令和元年の

入所児童数は公立幼稚園では 66 人、認定こども園では 137 人となっています。 

区分 H27 年 H28 年 H29 年 H30 年 R1 年 

公立幼稚園 

施設数（園） 5 5 5 5 5 

定員数（人） 204 204 204 204 204 

入所児童数（人） 147 133 105 87 66 

入所率（％） 72.1 65.2 51.5 42.6 32.4 

私立幼稚園 

施設数（園） １ ０ ０ ０ ０ 

定員数（人） 55 ０ ０ ０ ０ 

入所児童数（人） 52 ０ ０ ０ ０ 

入所率（％） 94.5 ０ ０ ０ ０ 

認定こども園 

(教育認定) 

施設数（園） 2 3 4 4 4 

定員数（人） 105 140 145 155 155 

入所児童数（人） 86 135 158 158 137 

入所率（％） 81.9 96.4 109 101.9 88.4 

資料：子ども課 施設等入所状況集計表（各年度末の入所状況） 

 ※広域受託を除く  
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（２）保育施設の状況 
➀保育施設の入所児童数等 

平成 27 年から令和元年までで比較すると、公立保育園の入所児童数は減少傾向、

私立保育園、認定こども園では横ばい又は微増傾向を示しており、また地域型保育事

業では大きく増加しています。 

区分 H27 年 H28 年 H29 年 H30 年 R1 年 

公立保育園 

（多那保育園を除く） 

施設数（園） 5 5 5 5 5 

定員数（人） 479 479 479 479 479 

入所児童数（人） 425 422 406 378 343 

入所率（％） 88.7 88.1 84.8 78.9 71.6 

私立保育園 

施設数（園） ５ 4 3 3 3 

定員数（人） 520 420 290 290 290 

入所児童数（人） 605 498 335 351 350 

入所率（％） 116.3 118.6 115.5 121 120.7 

認定こども園 

(保育認定) 

施設数（園） 2 3 4 4 4 

定員数（人） 100 220 360 360 360 

入所児童数（人） 113 239 391 384 396 

入所率（％） 113 108.6 108.6 106.7 110 

地域型保育事業 

施設数（園） 3 3 2 2 2 

定員数（人） 42 42 82 77 82 

入所児童数（人） 17 26 34 50 61 

入所率（％） 40.5 61.9 41.5 64.9 74.4 

資料：子ども課 施設等入所状況集計用（各年度末の入所状況） 

※広域受託及び従業員枠を除く 

※多那保育園（へき地保育所）については、地域型保育事業に含む 

※地域型保育事業は、どんぐり保育園、ひだまり保育園（平成 29 年度より企業主導型事業） 
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②認可外保育施設等の状況 

施設名 定員（人） 

企業主導型保育事業所 

 ひだまり保育園 90 人うち地域枠 45 人 

認可外保育施設 

 群馬ヤクルト沼田センターキッズルーム 11 人 

沼田脳神経外科循環器科病院 輝き保育園 50 人うち学童定員 6 人 

資料：群馬県認可外保育施設（設置届又は設置報告提出施設）一覧 

 

③保育施設待機児童数 

 Ｈ26 年 Ｈ27 年 Ｈ28 年 Ｈ29 年 Ｈ30 年 

0 歳児 0 0 0 0 0 

1・2 歳児 0 0 0 0 0 

3～5 歳児 0 0 0 0 0 

合計 0 0 0 0 0 

資料：保育所等利用待機児童数調査（各年 4 月 1 日現在） 

 

 

（３）子育て支援サービスの状況 
①保育施設における一時預かり事業の状況 

保育施設における一時預かり事業の状況をみると、令和元年度の延べ利用人 

数は 2,738 人（見込み）となっています。 

区分 H27 年 H28 年 H29 年 H30 年 R1 年 

実施施設数（箇所） 

幼稚園型・一般型 

7 か所 7 か所 7 か所 7 か所 7 か所 

延べ利用人数（人） 2,303 2,444 2,332 3,041 2,738 

資料：子ども課（各年度末の利用状況） 
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②病児保育事業の状況 

病児保育事業の延べ利用人数の状況をみると、令和元年度における病児対応型では

205 人（見込み）、体調不良児対応型では 102 人（見込み）となっています。 

区分 H27 年 H28 年 H29 年 H30 年 R1 年 

病児 

対応型 

実施施設数（箇所） ０ ０ ０ 1 １ 

延べ利用人数（人） ０ ０ ０ 140 205 

病後児 

対応型 

実施施設数（箇所） 1 １ １ １ ０ 

延べ利用人数（人） １ 10 7 0 0 

体調不良児 

対応型 

実施施設数（箇所） １ １ １ １ １ 

延べ利用人数（人） 41 56 42 50 102 

資料：子ども課（各年度末の利用状況） 

 

③放課後児童クラブの状況 

本市の放課後クラブ（学童クラブ）は、市内全小学校区（11 小学校区）に設置され

ており、令和元年は 15 か所で実施しています。 

区分 H27 年 H28 年 H29 年 H30 年 Ｒ1 年 

入所児童数（人） 476 505 519 533 568 

箇所数（箇所） 15 15 15 15 15 

資料:子ども課（各年５月１日現在） 

 

④子育て支援センターの利用状況 

子育て支援センターは、平成 30 年度は３か所で実施しています。令和元年度に子

ども広場が移転し、延べ利用人数は増加傾向で推移しています。 

区分 H26 年 H27 年 H28 年 H29 年 H30 年 

延べ利用人数（人） 11,955 13,359 13,688 13,788 13,502 

箇所数（箇所） ３ ３ ３ ３ ３ 

資料：子ども課（各年度末の利用状況） 
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⑤ファミリーサポートセンターの状況 

ファミリーサポート・センターの活動件数は、年々増加傾向にあり平成 30 年度は

500 件となっています。また、依頼会員に比べ、提供会員と両方会員が少ない状況が

続いています。 

区分 H26 年 H27 年 H28 年 H29 年 H30 年 

活動件数（延べ件数） 159 283 348 417 500 

会員数 

依頼会員 476 472 463 443 458 

提供会員 54 54 56 57 54 

両方会員 31 31 34 35 35 

合計 561 557 553 535 547 

資料：子ども課（各年度末の利用状況） 
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（４）小中学校の状況 
①小学校の状況 

本市の小学校は令和元年では 11 校あり、児童数は 2,121 人となっています。児童

数減少傾向で推移しています。 

区分 H27 年 H28 年 H29 年 H30 年 Ｒ1 年 

児童数（人） 2,542 2,453 2,313 2,244 2,121 

学校数（箇所） 13 11 11 11 11 

資料：教育委員会（各年 5 月 1 日現在） 

 

②中学校の状況 

本市の小学校は令和元年では９校あり、生徒数は 1,300 人となっており、やや減少

傾向で推移しています。 

区分 H27 年 H28 年 H29 年 H30 年 Ｒ1 年 

児童数（人） 1,441 1,384 1,374 1,300 1,300 

学校数（箇所） ９ ９ ９ ９ ９ 

資料：教育委員会（各年 5 月 1 日現在） 

 

③特別支援学校の状況 

本市に設置されている特別支援学校は１校となっています。平成３０年度の群馬県

立沼田特別支援学校に在籍している本市の通学児童数は小学部と中学部をあわせて２

５名となっています。 

区分 小学部 中学部 合計 

児童数（人） 17 8 25 

               資料：教育委員会 

 

 

（５）障害児通園施設の状況 
障害児通園施設の利用状況をみると、児童発達支援及び放課後等デイサービスの利

用者は増加しています。 

区分 H27 年 H28 年 H29 年 H30 年 Ｒ1 年 

児童発達支援（人） 10 20 27 33 37 

放課後等デイサービス（人） 52 59 63 67 79 

資料：社会福祉課（各年 5 月 1 日現在） 
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（６）児童虐待の状況 
子ども課内の家庭児童相談室への相談件数は、平成年以降増加しており、「児童虐待」

の相談が増加傾向にあります。 

区分 H26 年 H27 年 H28 年 H29 年 H30 年 

児
童
相
談 

児童虐待相談 8 18 15 18 26 

養護相談 7 ４ ５ ７ ５ 

保健相談 2 １ 0 １ １ 

肢体不自由相談 0 0 0 0 0 

視聴覚障害相談 0 0 0 0 0 

言語発達障害相談 0 0 0 0 0 

重症心身障害相談 0 0 0 0 0 

知的障害相談 0 0 １ １ １ 

発達障害相談 ３ ２ ２ ６ ８ 

ぐ犯行為相談 １ 0 0 ２ 0 

触法行為相談 １ 0 0 0 0 

性格行動相談 ２ 0 ２ 0 0 

不登校相談 4 5 4 4 14 

適性相談 0 0 0 0 0 

育児・しつけ相談 6 8 6 17 12 

その他の相談 33 34 40 33 27 

いじめ相談 0 0 0 0 0 

小   計 67 72 75 89 94 

 

成
人
相
談 

ＤＶ相談(児童関連) 3 0 1 ０ １ 

自立支援 19 16 14 11 13 

離婚等家庭問題 3 8 8 3 4 

その他の相談 17 11 14 17 23 

 

小   計 42 35 37 31 41 

合   計 109 107 112 120 135 

資料：子ども課（各年度末の状況） 
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３ アンケート調査結果からみえる本市の現状 

（１）調査概要 
①調査の目的 

計画策定に向け、幼稚園・保育所・放課後児童クラブ（学童クラブ）等の教育・保

育・子育てを計画的に整備するために、市民の利用状況や利用希望を把握することを

目的としたアンケート調査を実施しました。 

 

②調査対象者 

調査区分 調査対象者数 備考 

就学前児童 1,448 人 市内在住の就学前児童から無作為抽出 

小学生 1,000 人 市内在住の小学校児童から無作為抽出 

 

③実施概要 

調査区分 対象地域 調査形式 調査方法 調査時期 

就学前児童 

市内全域 アンケート調査 

郵送配布・回収 

平成 31 年１月 17 日 

平成 31 年２月 12 日 

小学生 学校配布・回収 

平成 31 年１月 17 日 

平成 31 年１月 31 日 

 

④回収結果 

調査区分 配布数 回収数 回収率 

就学前児童 1,448 人 702 件 48.5％ 

小学生 1,000 人 901 件 90.1％ 

合計 2,448 人 1,603 件 65.5％ 
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（２）調査結果の概要 
①保護者の就労状況について 

【母親】 

母親の現在の就労状況については、「フルタイムで就労しており、産休・育休・介

護休業中ではない」が 32.1％で最も高く、次いで「パート・アルバイト等で就労し

ており、産休・育休・介護休業中ではない」が 29.1％、「以前は就労していたが、

現在は就労していない」が 21.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【父親】 

父親の現在の就労状況については、「フルタイムで就労しており、育休・介護休業

中ではない」が 91.3％で最も高く、次いで「パート・アルバイト等で就労しており、

育休・介護休業中ではない」が 0.9％、「以前は就労していたが、現在は就労してい

ない」が 0.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.1 11.1 29.1 

1.9 

21.1 

1.6 

3.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体 n=700

フルタイムで就労しており、産休・育休・介護休業中ではない

フルタイムで就労しているが、産休・育休・介護休業中である

パート・アルバイト等で就労しており、産休・育休・介護休業中ではない

パート・アルバイト等で就労しているが、産休・育休・介護休業中である

以前は就労していたが、現在は就労していない

これまで就労したことがない

無回答

91.3 

0.2 0.9 0.5 

7.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体 n=656

フルタイムで就労しており、育休・介護休業中ではない

フルタイムで就労しているが、育休・介護休業中である

パート・アルバイト等で就労しており、育休・介護休業中ではない

パート・アルバイト等で就労しているが、育休・介護休業中である

以前は就労していたが、現在は就労していない

これまで就労したことがない

無回答
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②定期的に利用したい事業について 

平日の教育・保育の事業として定期的に利用したいと考える事業については、「認

可保育所（園）」が 51.1％で最も高く、次いで「認定こども園（保育部）」が 35.0％、

「認定こども園（幼稚部）」が 19.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

15.8 

10.4 

51.1 

19.1 

35.0 

4.4 

2.3 

4.8 

5.3 

1.7 

3.1 

5.7 

1.1 

4.3 

2.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

幼稚園

幼稚園の預かり保育

認可保育所（園）

認定こども園（幼稚部）

認定こども園（保育部）

小規模保育施設

家庭的保育

事業所内保育施設

企業主導型保育事業所

その他の認可外の保育施設

居宅訪問型保育

ファミリー・サポート・センター

その他

利用する必要はない

無回答 全体 n=702
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③市で実施している事業の認知度と利用意向について 

【子育て支援事業の認知度（知っている）】 

子育て支援事業の認知度について、知っているという割合をみると、「地域子育て

支援拠点（子育て支援センター）」が 77.5％で最も高く、その他にも、「保育所（園）

や認定こども園・幼稚園の園庭等の開放、子育て相談」が７割を超える結果となっ

ています。 

また、知らないという割合をみると、「市の子育て相談窓口（子育てコンシェルジ

ュ）」、「子育て世代包括支援センター（ぽかぽか）」、「家庭児童相談室」、「児童館」

については、半数以上の方が知らないという結果となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.3 

20.8 

61.1 

77.5 

71.2 

60.5 

37.7 

11.0 

57.5 

74.8 

36.2 

18.7 

25.9 

36.6 

58.8 

74.9 

4.1 

4.4 

2.7 

3.8 

2.8 

2.8 

3.4 

14.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

市の子育て相談窓口

（子育てコンシェルジュ）

子育て世代包括支援センター

（ぽかぽか）

子育てガイドブックなど市が

発行する子育て情報誌

地域子育て支援拠点

（子育て支援センター）

保育所（園）や認定こども園・幼稚園の

園庭等の開放、子育て相談

ファミリー・サポート・センタ―

家庭児童相談室

児童館

はい いいえ 無回答

全体ｎ=702 
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【子育て支援事業の利用意向（今後利用したい）】 

子育て支援事業の今後の利用意向について、今後利用したいという割合をみると、

「子育てガイドブックなど市が発行する子育て情報誌」が 51.6％で最も高く、次い

で「保育所（園）や認定こども園・幼稚園の園庭等の開放、子育て相談」が 46.9％、

「地域子育て支援拠点（子育て支援センター）」が 45.0％となっています。 

また、利用は考えていないという割合をみると、「市の子育て相談窓口（子育てコ

ンシェルジュ）」、「子育て世代包括支援センター（ぽかぽか）」、「ファミリー・サポ

ート・センター」、「家庭児童相談室」、「児童館」については、６割以上の方が利用

は考えていないという結果となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.4 

21.7 

51.6 

45.0 

46.9 

25.5 

20.5 

11.0 

62.5 

68.2 

40.5 

46.4 

45.2 

66.4 

69.8 

74.9 

10.1 

10.1 

8.0 

8.5 

8.0 

8.1 

9.7 

14.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

市の子育て相談窓口

（子育てコンシェルジュ）

子育て世代包括支援センター

（ぽかぽか）

子育てガイドブックなど市が

発行する子育て情報誌

地域子育て支援拠点

（子育て支援センター）

保育所（園）や認定こども園・幼稚園の

園庭等の開放、子育て相談

ファミリー・サポート・センタ―

家庭児童相談室

児童館

はい いいえ 無回答

全体ｎ=702 
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④休日・休暇等の利用意向について 

【土曜日の教育・保育事業の利用意向】 

土曜日の利用希望については、「利用する必要はない」が 50.3％で最も高く、次

いで「月に１～２回は利用したい」が 29.3％、「ほぼ毎週利用したい」が 18.4％と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

【日曜・祝日の教育・保育事業の利用意向】 

日曜日・祝日の利用希望については、「利用する必要はない」が 72.1％で最も高

く、次いで「月に１～２回は利用したい」が 21.1％、「ほぼ毎週利用したい」が 5.0％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72.1 5.0 21.1 1.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体 n=702

利用する必要はない ほぼ毎週利用したい 月に１～２回は利用したい 無回答

50.3 18.4 29.3 2.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体 n=702

利用する必要はない ほぼ毎週利用したい 月に１～２回は利用したい 無回答



23 

⑤小学校就学後の放課後の過ごし方について 

低学年（１～３年生）の放課後の過ごさせ方の希望については、「放課後児童クラ

ブ（学童クラブ）」が 43.3％で最も高く、次いで「自宅」が 41.3％、「習い事（ピア

ノ教室、サッカークラブ、学習塾など）」が 16.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

41.3 

12.0 

16.7 

2.7 

6.0 

43.3 

0.0 

2.7 

19.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）

児童館

放課後子ども教室

放課後児童クラブ（学童クラブ）

ファミリー・サポート・センター

その他（公民館、図書館、公園など）

無回答 全体 n=150
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⑥子育てに関する不安等について 

子育てに関して、日頃悩んでいること、または気になることについては、「病気や

発育・発達に関すること」が 38.5％で最も高く、次いで「食事や栄養に関すること」

が 37.9％、「子どもの教育に関すること」が 28.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.5 

37.9 

6.7 

13.8 

24.1 

4.1 

23.4 

28.1 

11.4 

2.8 

8.7 

5.3 

5.3 

6.0 

27.2 

3.1 

5.1 

2.8 

2.6 

13.2 

2.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

病気や発育・発達に関すること

食事や栄養に関すること

育児の方法がよくわからないこと

子どもとの接し方に自信が持てないこと

子どもとの時間が十分にとれないこと

話し相手や相談相手がいないこと

仕事や自分のやりたいことが十分できないこと

子どもの教育に関すること

友達づきあい（いじめ等を含む）に関すること

登園拒否・登校拒否などの問題について

子育てに関して配偶者・パートナーの協力が少ないこ

と

配偶者・パートナーと子育てに関して意見が合わない

こと

自分の子育てについて、親族・近隣の人、職場などま

わりの見る目が気になること

配偶者・パートナー以外に子育てを手伝ってくれる人

がいないこと

子どもを叱りすぎているような気がすること

子育てのストレスがたまって、子どもに手をあげたり、

世話をしなかったりしてしまうこと

地域の子育て支援サービスの内容や利用・申し込み

方法がよくわからないこと

子育てで周りと馴染めず、孤立してしまいがちなこと

その他

特にない

無回答
全体 n=702
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⑦子育てをするうえでの必要な支援策について 

市に対して、子育て支援の充実を図ってほしいと期待していることについては、

「子連れでも出かけやすく楽しめる場所を増やして欲しい」が 76.9％で最も高く、

次いで「児童館や子育て支援センターなど、親子が安心して集まれる身近な場、イ

ベントの機会が欲しい」が 41.6％、「認定こども園・保育所（園）・幼稚園にかかる

費用負担を軽減してほしい」が 39.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

41.6 

76.9 

18.2 

11.8 

24.8 

39.7 

8.1 

7.5 

31.6 

20.4 

23.6 

10.0 

22.8 

8.5 

5.6 

5.0 

2.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

児童館や子育て支援センターなど、親子が安心して集ま

れる身近な場、イベントの機会がほしい

子連れでも出かけやすく楽しめる場所を増やしてほしい

子育てや教育に困った時に相談したり、情報が得られる

場所をつくったりしてほしい

母子の健康、子どもの発達支援のための健診や訪問、

ヘルパー派遣などを充実してほしい

認定こども園・保育所（園）・幼稚園の内容を充実させて

ほしい

認定こども園・保育所（園）・幼稚園にかかる費用負担を

軽減してほしい

障がいのある子どもが地域で安心して生活できるよう障

害児施策を充実してほしい

専業主婦（夫）など誰でも気軽に利用できるNPO等による

保育サービスがほしい

安心して子どもが医療機関にかかれる体制を整備して

ほしい

住宅を探したり住宅費を軽減するための支援がほしい

残業時間の短縮や休暇の取得促進など、企業に対して

職場環境の改善を働きかけてほしい

子育てや教育について学べる機会を作ってほしい

地域における子どもの居場所を充実してほしい

児童虐待やいじめ等に対する対策を充実してほしい

ひとり親家庭に対する相談や生活支援を充実してほしい

その他

無回答 全体 n=702
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第３章 計画の基本的な考え方 

１ 計画の基本理念 

地域のつながりの希薄化や、核家族化の進展、共働き家庭の増加など、子育て家庭 

や子どもの育ちをめぐる環境は変化しています。すべての子どもが心豊かに育ち、

保護者が喜びや生きがいを感じながら子育てできるまちの実現を目指すとともに、地

域みんなで保護者に寄り添い、応援し、子育てに対する負担や不安、孤立感を和らげ、

親としての成長を支えていく環境を整えます。 

本計画の基本理念は、１期計画の理念を引き継ぎ以下のように設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

子どもが 親が 地域が 元気！みんなで育てる沼田の子 
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２ 計画の基本目標 

多様なニーズに対応した保育サービスの充実や、子育て家庭が抱える負担軽減のた

めの環境づくりなど、子どもの成長に応じた様々な子育て支援策を推進します。 

 

基本目標１ 幼児期の教育・保育、及び地域における子育て支援 

妊娠・出産・育児期における母子保健対策の充実に取り組むとともに、各事業間や

関連機関間の有機的な連携対策の強化や、情報の利活用、母子保健事業の評価・分析

体制の構築を図ることにより、切れ目のない支援体制の構築を目指します。 

 

基本目標２ 子どもに関する専門的な知識や技術を要する支援と連携 

近年の社会構造の変化や少子化や核家族化の進展に伴い、子育て家庭の育児の孤立

及び不安、また、子どもの貧困や虐待等、様々な相談が増加しています。 

このため、特に支援が必要な要保護児童家庭へのきめ細かな対応を地域全体で支え

ることができるよう、関係機関と連携して迅速に対応して取り組みます。 

 

基本目標３ 職業生活と家庭生活との両立の推進 

男女問わず、すべての人が仕事と家庭の時間のバランスが取れ、多様な働き方を選

択できるよう「働き方の見直し」を進め、意識や考え方などの転換を図るため、企業

などと連携し、広報、情報提供などを進めていきます。 

 

３ 教育・保育提供区域 

子ども・子育て支援法第 61 条第２項により、市町村は地理的条件や、人口、交通事

情その他の社会条件及び教育・保育施設の整備状況を総合的に勘案して教育・保育及

び地域子ども・子育て支援事業の提供区域を設定し、区域ごとの量の見込みを算出す

るとともに、事業内容や実施時期を示すことが義務付けられています。 

利用者の視点に立ち、本市の人口規模・地域特性や教育・保育を提供するための施

設の整備状況を勘案し、１期計画と同様に本市全体を一つの区域として設定し、事業

必要量を算出したうえで施設整備や事業等を計画に位置付けることとします。 
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４ 教育・保育認定 

1 号認定は、3 歳以上で幼稚園や認定こども園（教育部分）の利用者、2・3 号認定

は、就労などの理由で、家庭内保育ができない、保育所や認定こども園（保育部分）

の利用者となり、３歳以上と３歳未満で区分されます。 

 

年齢の 

区分 

保育の 

必要性 

認定の区分 

支給認定により 

利用できる施設・事業 

３歳 

以上児 

なし 

１号認定 

（教育標準時間認定） 

幼稚園・認定こども園 

あり 

２号認定 

（保育認定） 

保育標準時間 

保育所・認定こども園 

保育短時間 

３歳 

未満児 

なし 認定対象外 － 

あり 

３号認定 

（保育認定） 

保育標準時間 保育所・認定こども園・地

域型保育事業 保育短時間 
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５ 計画の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

幼児期の教育・保育、及び地域に

おける子育て支援

１ 安全・安心な妊娠、出産、育児への支援

２ 子どもと母親への健康支援

３ 自信を持ち楽しんで子育てできるための支援

第２期沼田市子ども・子育て支援事業計画

基本理念

子どもが親が地域が元気！ みんなで育てる沼田の子

基本目標 基本方針

子どもに関する専門的な知識や技術

を要する支援と連携

４ 児童虐待防止対策の充実

５ 母子家庭及び父子家庭の自立支援の推進

６ 障害児施策の充実

職業生活と家庭生活との両立の推進 ８ 仕事と生活の調和の実現のための働き方の見直し

７ 子どもの貧困対策の推進
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第４章 量の見込みと提供体制、確保の方策 

１ 教育・保育の需要量及び確保の方策 

（１）幼稚園・認定こども園（1号、3～5歳児） 
（単位：人） 

 R2 年 R3 年 R4 年 R5 年 R6 年 

①教育ニーズ量の見込み 193 176 164 152 144 

②
確
保
の

内
容 

教 育 ・ 保 育 255 255 255 255 255 

確認を受けない幼稚園 0 0 0 0 0 

②-① 62 79 91 103 111 

※ 令和 8 年度に公立幼稚園の廃園により△100 利用定員の予定 

 

【教育ニーズ量の見込みと確保の内容】 

推計児童数に対して、令和元年度の利用実績割合で算出した数値を教育ニーズ量の

見込みに設定しました。 

世帯ごとの多様な就労状況や、子育てに対する保護者の考え方に応じた適切な教育・

保育が提供できるよう、幼稚園、認定こども園において、必要な３～５歳児教育定員

の確保を図ります。 

 

 

（２）保育所（園）・認定こども園（2号認定、3～5歳児） 
（単位：人） 

 R2 年 R3 年 R4 年 R5 年 R6 年 

①保育ニーズ量の見込み 662 606 562 521 493 

②
確
保
の
内
容 

教育・保育 697 697 697 656 656 

地域型保育※１
 28 28 28 28 28 

企業主導型保育事業

（地域枠）※２
 

30 30 30 30 30 

②-① 93 149 193 193 221 

※1 多那保育園は地域型保育に含む 

※2 企業主導型保育事業（地域枠）はひだまり保育園 
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【保育ニーズ量の見込みと確保の内容】 

推計児童数に対して、令和元年度の利用実績割合で算出した数値を保育ニーズ量の

見込みに設定しました。世帯ごとの多様な就労状況や、子育てに対する保護者の考え

方に応じた適切な保育が提供できるよう、保育所（園）、認定こども園において、必要

な３～５歳児保育定員の確保を図ります。２号については、令和２年度からの５年間

の量の見込みに対して充分に提供量が確保できる見通しとなっています。 

 

 

（３）保育所（園）・認定こども園（３号認定、０～２歳児） 
（単位：人） 

 R2 年 R3 年 R4 年 R5 年 R6 年 

①保育ニーズ量の見込み 419 396 379 364 351 

②
確
保
の
内
容 

教育・保育 432 432 432 408 408 

地域型保育※1
 12 12 12 12 12 

企業主導型保育事業

（地域枠）※2
 

15 15 15 15 15 

②-① 40 63 80 71 84 

※1 地域型保育は、どんぐり保育園、多那保育園 

※2 企業主導型保育事業（地域枠）はひだまり保育園 

 

【保育ニーズ量の見込みと確保の内容】 

推計児童数に対して、令和元年度の利用実績割合で算出した数値を保育ニーズ量の

見込みに設定しました。出産後、早期の職場復帰を希望する保護者が安心して預ける

ことができるよう、保育所（園）、認定こども園において必要な 0～2 歳児保育定員の

確保を図ります。 

沼田市でも女性の就労意識の高まりとともに児童数が減少する中でも保育ニーズは

高まっており、特に０～２歳児については、適切な提供体制を整えていきます。 
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２ 地域子ども・子育て支援事業の推進 

（１）利用者支援事業 
子ども又はその保護者の身近な場所で、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等

の情報提供及び必要に応じ相談・助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整等を

実施する事業です。 

 R2 年 R3 年 R4 年 R5 年 R6 年 

ニーズ量の見込み（か所） ２ ２ ２ ２ ２ 

確保の内容（か所） ２ ２ ２ ２ ２ 

 

【ニーズ量の見込みと確保の内容】 

本市では、健康課に配置されている母子保健コーディネーターと子ども課に配置さ

れている子育てコンシェルジュが連携し、保護者からの相談に柔軟に応じていくこと

ができる支援を進めていきます。 

 

 

（２）地域子育て支援拠点事業 
乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、

情報の提供、助言その他の援助を行う事業です。 

 R2 年 R3 年 R4 年 R5 年 R6 年 

ニーズ量の見込み（人） 14,333 13,536 12,972 12,466 12,019 

確保の内容 （人）  14,333 13,536 12,972 12,466 12,019 

     （か所） ３か所 ３か所 ３か所 ３か所 ３か所 

 

【ニーズ量の見込みと確保の内容】 

３か所で実施していますが、子ども広場が、令和元年５月に移転したことにともな

い開所日が増え、令和元年度の利用人数が増加しているため、現状の利用実績により

見込みを設定します。 
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（３）妊婦健康診査 
妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対する健康診査として、①健康状態

の把握、②検査計測、③保健指導を実施するとともに、妊娠期間中の適時に必要に応

じた医学的検査を実施する事業です。1 人 14 回の公費助成を行っています。 

 R2 年 R3 年 R4 年 R5 年 R6 年 

ニーズ量の見込み（人） 235  225  216  209  202  

確保の内容 

実施場所:医療機関及び助産院 

実施体制:群馬県に委任する形で県内医療機関に委託契約を行い実施 

検査項目：県及び市町村と群馬県医師会が決定した統一検査項目 

    （県内統一受診券を 1 人 14 回分配布） 

実施期間：通年 

配布方法：妊娠届時に窓口にて配布 

 

【ニーズ量の見込みと確保の内容】 

０歳児の人口推計に基づき算出した母子手帳交付数を量の見込みとします。 

 

 

（４）乳児家庭全戸訪問事業 
生後 4 か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供や

養育環境等の把握を行い、必要なサービスにつなげる事業です。 

 R2 年 R3 年 R4 年 R5 年 R6 年 

ニーズ量の見込み（人） 222  212  204  197  191  

確保の内容 実施体制：市保健師と雇い上げ助産師により市直営の形で実施 

 

【ニーズ量の見込みと確保の内容】 

０歳児の人口推計に基づき、平成２７年度以降の実績値を参考にして算出したもの

を量の見込みとします。 
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（５）－１ 養育支援訪問事業 
養育支援が特に必要な家庭に対して、その居宅を訪問し、養育に関する指導・助言

等を行うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保する事業です。 

 R2 年 R3 年 R4 年 R5 年 R6 年 

ニーズ量の見込み

（人） 

20 20 20 20 20 

確保の内容 本市では養育訪問事業を実施に向け検討中です。 

 

【ニーズ量の見込みと確保の内容】 

健康課で実施している類似事業（幼児訪問指導）が平成３０年度２０件となってい

るため、実績を勘案し量の見込みを設定します。 

 

 

（５）－２ 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 
要保護児童対策協議会（子どもを守る地域ネットワーク）の機能強化を図るため、

調整機関職員やネットワーク構成員（関係機関）の専門性強化と、ネットワーク機関

間の連携強化を図る取り組みを実施する事業です。 

代表者会議は年１回、実務者会議は月１回年間１２回開催しています。個別ケース

検討会議については必要に応じて臨時開催しています。 

 

【市の方向性】 

関係職員の専門性を強化するとともに、関係機関の連携を図ります。 

 

  



35 

（６）子育て短期支援事業 
保護者の疾病等の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となっ

た子どもを児童養護施設等で預かり、必要な保護を行う事業【短期入所生活援助事業

（ショートステイ事業）】です。 

 R2 年 R3 年 R4 年 R5 年 R6 年 

ニーズ量の見込み（人） 14 13 12 12 11 

確保の内容 

本市では児童養護施設等の受入可能施設がないため、今後も関係機関と

の連携を強化し、必要に応じて情報提供や利用支援を実施します。 

 

【ニーズ量の見込みと確保の内容】 

ニーズ調査による利用意向を量の見込みとします。確保につきましては、必要なと

きに利用ができるように、県等の児童福祉施設、里親等の関係機関と連絡調整を行い

ます。 

 

 

（７）ファミリー・サポート・センター事業（子育て援助活動支援事業） 
乳幼児や小学生等の子どもを持つ子育て中の保護者を会員として、児童の預かり等

の援助を受けることを希望する者と当該援助を行うことを希望する者との相互援助活

動に関する連絡、調整を行う事業です。 

 R2 年 R3 年 R4 年 R5 年 R6 年 

ニーズ量の見込み（人） 469 416 398 359 331 

確保の内容（人） 

子育て援助活動支援事業 

（病児・緊急対応強化事業を除く）  

328 291 279 251 232 

子育て援助活動支援事業 

（病児・緊急対応強化事業）  

0 0 0 0 0 

子育て援助活動支援事業 

（就学後） 

141 125 119 108 99 

 

【ニーズ量の見込みと確保方策】 

人口推計と平成２７年度以降の事業実績をもとに算出した数値を見込み量とします。 
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（８）一時預かり事業 
家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児について、主として

昼間において、認定こども園、幼稚園、保育所(園)その他の場所において、一時的に

預かり、必要な保育を行う事業です。 

 ➀【在園児を対象とした一時預かり】 

 R2 年 R3 年 R4 年 R5 年 R6 年 

ニーズ量の見込み（人） 2,459 2,249 2,087 1,936 1,830 

確保の内容（人） 2,459 2,249 2,087 1,936 1,830 

 

 ②【幼稚園以外の一時預かり】 

 R2 年 R3 年 R4 年 R5 年 R6 年 

ニーズ量の見込み（人） 239 222 209 197 188 

確保の 内容 （人） 

一時預かり事業 

（在園児対象型を除く） 

141 131 123 116 111 

子育て援助活動支援事業 

（病児・緊急対応強化事業を除く）  

98 91 86 81 77 

子育て短期支援事業 

（トワイライトステイ） 

0 0 0 0 0 

 

【ニーズ量の見込みと確保の内容】 

人口推計と令和元年度の事業実績（見込み）をもとに算出した数値を見込量としま

す。 

 

 

（９）延長保育事業 
保育認定を受けた子どもについて、通常の利用日及び利用時間以外の日及び時間に

おいて、認定こども園、保育所（園）等において保育を実施する事業です。 

 R2 年 R3 年 R4 年 R5 年 R6 年 

ニーズ量の見込み（人） 271 252 237 224 213 

確保の内容（人、か所） 
271 

7 か所 

252 

7 か所 

237 

7 か所 

224 

7 か所 

213 

7 か所 



37 

 

【ニーズ量の見込みと確保の内容】 

人口推計と平成 27 年度以降の事業実績をもとに算出した数値を見込量とします。 

 

 

（10）病児保育事業 
病児･病後児について、病院・保育所等に付設された専用スペース等において、看護

師等が一時的に保育等を行う事業です。 

 R2 年 R3 年 R4 年 R5 年 R6 年 

ニーズ量の見込み（人） 288 267 252 238 227 

確保の 内容 （人） 

病児対応型 192 179 168 159 152 

体調不良児対応型 96 88 84 79 75 

子育て援助活動支援事業 

（病児・緊急対応強化事業）  

0 0 0 0 0 

 

【ニーズ量の見込みと確保の内容】 

人口推計と令和元年度の事業実績（見込み）をもとに算出した数値を見込量としま

す。 

 

 

（11）放課後児童健全育成事業（学童クラブ）  
保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の

終了後や長期休み等に小学校の余裕教室等を利用して適切な遊び及び生活の場を与え、

その健全な育成を図る事業です。  R2 年 R3 年 R4 年 R5 年 R6 年 

ニーズ量の見込み（人） 

低 学 年 413 407 392 381 360 

高 学 年 145 141 139 135 136 

計 558 548 531 516 496 

確保の内容（人） 558 548 531 516 496 

 

【量の見込みと確保方策】 

人口推計と平成２７年度以降の事業実績をもとに算出した数値を見込み量とします。 
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【放課後子ども教室との関係】 

すべての児童が放課後等を安全・安心に過ごし、多様な体験･活動を行うことができ

る居場所づくりのため、教育と福祉との連携方策等について検討しつつ、学童クラブ

と放課後子ども教室の整備を進めます。 

 

【放課後子ども教室】  R2 年 R3 年 R4 年 R5 年 R6 年 

放課後子ども教室（か所） ４ ４ ４ ４ ４ 

 うち学童クラブと一体的に実施 １ １ １ １ １ 

 うち学童クラブと連携して実施 ３ ３ 3 ３ ３ 

（参考）令和元年度：放課後子ども教室３か所 

※一体的に実施：同一の小学校内等で両事業を実施 

※連携して実施：小学校外（公民館等）で両事業を連携して実施 

 

○学童クラブと放課後子ども教室の連携事業の実施にあたっては、運営委員会を設

置し、小学校の余裕教室等の活用も含めて十分な協議を行い、所管課及び関係者

の連携により適切な体制づくりを進めます。また、両事業の従事者がプログラム

の企画段階から連携して取り組み、すべての児童が共に学習や体験活動を行うこ

とができる共通のプログラムの充実に努めます。 

 

（12）実費徴収に係る補足給付を行う事業 
保護者の世帯所得の状況等を勘案して、特定教育・保育施設等に対して保護者が支

払うべき日用品、文房具その他の教育・保育に必要な物品の購入に要する費用又は行

事への参加に要する費用等を助成する事業です。 

【市の方向性】 

  国の指針等に基づき検討していきます。 

 

（13）多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業 
特定教育・保育施設等への民間事業者の参入の促進に関する調査研究その他多様な

事業者の能力を活用した特定教育・保育施設等の設置又は運営を促進するための事業

です。 

【市の方向性】 

  国の指針等に基づき検討していきます。 
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第５章 子ども・子育て支援に関する施策の展開 

基本目標１ 幼児期の教育・保育、及び地域における子育て支援 

妊娠から出産、子育てまで、母子における健康が確保されるよう、母子保健を充実さ

せ、親の育児不安や子育てに伴う負担の軽減を図ります。 

 

基本方針１ 安全・安心な妊娠、出産、育児への支援 
 

 

 

 

 

 

 

事業名 不妊治療費助成事業 

担当課 健康課 

事業概要 
不妊に悩む夫婦へ治療費の一部助成を行い、情報提供等により不安の解

消と経済的支援を行います。 

 

事業名 不育症療費助成事業 

担当課 健康課 

事業概要 
不育症に悩む夫婦へ治療費の一部助成を行い、情報提供等により不安の

解消と経済的支援を行います。 

 

事業名 妊婦窓口相談 

担当課 健康課 

事業概要 

妊娠届出時に母子健康手帳と、妊婦健康診査受診票を交付し、妊娠時の

母胎の変化や妊娠経過に関する保健指導を行い、妊婦の精神的な安定を

支援するとともに、安心して出産に臨めるようにします。 

 

事業名 妊婦健康診査【地域子ども・子育て支援事業の再掲】 

担当課 健康課 

事業概要 
妊婦健診費の一部助成により経済的な負担軽減を行うとともに、母子の

健康を確保するために医療機関と連携して定期受診を促進します。 

 

妊婦・出産を支援し、安心して子育てがしていけるよう、医療機関等と連携を図

り、妊婦健康診査や相談業務、情報提供等の充実に努めます。 
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事業名 子育て世代包括支援センター（母子保健コーディネーター） 

担当課 健康課 

事業概要 

支援が必要な妊産婦等への保健指導及び支援プランの作成､関係機関と

の連絡調整等を実施し、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のな

い支援を行います。 

 

事業名 マタニティセミナー 

担当課 健康課 

事業概要 

妊娠や出産、育児について正しい知識を獲得し、親としての意識の醸成

を図るとともに、仲間づくりを行い、安心して妊娠や出産、育児に臨め

るようにします。 

 

事業名 産後ケア事業 

担当課 健康課 

事業概要 

産後 3 カ月未満の母子で、家族等から十分な家事や育児の支援が受けら

れず、心身の不調や強い育児不安のある人に対して、医療機関において

産婦のケアや育児のサポートを行います。 

 

事業名 養育医療の給付 

担当課 健康課 

事業概要 
入院加療を必要とする 1 歳未満の未熟児に対し、医療費の自己負担分を

公費負担します。 

 

事業名 小児医療や周産期医療の確保 

担当課 健康課 

事業概要 関係機関と連携し、小児医療や周産期医療の確保に努めます。 
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基本方針２ 子どもと母親への健康支援 
 

 

 

 

 

 

事業名 母子訪問指導 

担当課 健康課 

事業概要 

乳幼児の健全な成長や発達の支援、母親の育児不安を軽減するため、訪

問による指導を行います。（乳児家庭全戸訪問事業を兼ねる） 

対象者：妊産婦、未熟児、新生児、乳幼児、ハイリスク家庭 

 

事業名 乳児健康診査 

担当課 健康課 

事業概要 

健康診査及び育児・生活指導を行い、乳児の成長・発達を確認し、乳児

に適した育児に自信を持ち楽しんでできるよう支援する。また保護者が

事故防止や事故発生時に的確な対応がとれるような情報の提供を行い

ます。 

4 か月児健康診査（対象者：3～4 か月児） 

10 か月児健康診査（対象者：9～10 か月児） 

 

事業名 幼児健康診査 

担当課 健康課 

事業概要 

■身体及び精神面の発達・発育を確認するとともに、医師の診察による

疾病の早期発見、歯科医師の口腔健康診査並びに保健師・栄養士・歯科

衛生士・心理相談員などによる面接相談により、保護者の悩みを聴き、

助言指導を行うことで子育てを応援します。 

1 歳 6 か月児健康診査（対象者：1 歳 6 か月～1 歳 7 か月児） 

2 歳児歯科健康診査（対象者：2 歳になる月～2 歳 1 か月） 

3 歳児健康診査（対象者：3 歳 2 か月～3 歳 3 か月） 

 

 

 

子どもの健やかな発育を支援するため、関係機関と連携を強化しながら、健康診

査や健康相談などの母子保健事業をきめ細かく実施していきます。 
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事業名 予防接種の推進 

担当課 健康課 

事業概要 
感染症予防のため予防接種法に基づく予防接種を適切に受けられるよ

う広報や個人通知により接種勧奨をします。 
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基本方針３ 自信を持ち楽しんで子育てできるための支援 
 

 

 

 

 

 

 

 

事業名 育児相談 

担当課 健康課 

事業概要 

乳幼児の保護者等を対象とした相談事業により、乳幼児の栄養・歯科・

育児に関する保健指導を行い、健全な発育発達を促進する。また、保護

者同士の交流を深め、育児不安の解消を図ります。 

 

事業名 発達相談 

担当課 健康課 

事業概要 
言語面や精神面で心配のある幼児に対して、心理相談員による個別相談

を通し、その子が持っている力を十分発揮できるよう支援を行います。 

 

事業名 地域子育て支援センター 

担当課 子ども課 

事業概要 
0 歳から就学前の子どもと保護者に楽しく過ごしていただく場所を提供

し、子育てに関する悩み相談や、地域の子育て情報の提供などをします。 

 

事業名 子育てコンシェルジュ 

担当課 子ども課 

事業概要 

子どもとその保護者が身近な場所で、教育・保育その他の子育て支援の

情報提供及び必要に応じて相談や助言等を行うとともに、関係機関と連

絡調整等を行います。 

 

 

 

 

  

子育てに対する保護者等の孤立感や不安感を解消するための相談内容や体制を充

実し、子育て家庭が自信とゆとりを持って楽しく子育てができるよう、安心して相

談や交流ができる場を提供します。 
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基本目標２ 子どもに関する専門的な知識や技術を要する支援と連携 

児童虐待の防止対策、子どもの貧困対策、障害児施策、ひとり親家庭支援等、専門

的な支援を必要とする家庭に対して、関係機関が連携しきめ細やかな支援に努めます。 

 

基本方針４ 児童虐待防止対策の充実 
 

 

 

 

 

 

 

➀関係機関との連携と相談体制の強化 

虐待の発生予防、早期発見、早期対応、再発防止などのために、地域の関係機関の

連携、情報収集及び共有により支援を行う「要保護児童対策地域協議会」の取り組み

を強化します。 

 

②発生予防、早期発見、早期対応 

乳幼児健康診査や保健指導等の母子保健事業や乳児家庭全戸訪問事業等の実施によ

り、子どものいる家庭の状況を把握し適切な支援に努めます。 

 

事業名 要保護児童対策地域協議会 

担当課 子ども課 

事業概要 
地域の関係機関・団体の代表者で構成する地域協議会を開催し、関係機

関の連携により児童虐待防止を推進します。 

 

事業名 家庭児童相談室 

担当課 子ども課 

事業概要 家庭における問題に対する相談に家庭児童相談員が応じます。 

 

事業名 乳幼児期の相談 

担当課 健康課 

事業概要 
乳幼児健康診査、母子相談等により子育てに関する悩みや、不安に対す

る相談を行います。 

発生予防から早期発見・早期対応に努め、関係機関との協力体制の構築も含め、

切れ目のない包括的支援を推進していきます。 
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事業名 乳児家庭全戸訪問事業【地域子ども・子育て支援事業の再掲】 

担当課 健康課、子ども課 

事業概要 
生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、子育て支援に関する

情報提供や養育環境等の把握を行います。 

 

 

基本方針５ 母子家庭及び父子家庭の自立支援の推進 
 

 

 

 

 

 

 

 

事業名 児童扶養手当 

担当課 子ども課 

事業概要 
ひとり親家庭の児童が健やかに育つよう、生活の安定と自立を支援する

ため手当を支給します。 

 

事業名 ひとり親家庭医療費助成 

担当課 国保年金課 

事業概要 ひとり親家庭等に医療費の自己負担分を助成します。 

 

事業名 母子家庭等自立支援給付金事業 

担当課 子ども課 

事業概要 
ひとり親家庭の父母が就労のために資格を取得する費用の一部を助成

します。 

 

事業名 母子・父子自立支援員 

担当課 子ども課 

事業概要 ひとり親家庭が自立するために必要な情報の提供や支援を行います。 

 

 

 

ひとり親家庭が自立した生活ができるよう、適切な経済的支援や、きめ細かな福

祉サービスの展開を図り、総合的な対策を講じます。 



46 

事業名 母子生活支援施設 

担当課 子ども課 

事業概要 

保護が必要な母子家庭世帯が入所し、自立支援を受けることができま

す。沼田市内には施設が無いため、市外施設へ委託により支援を行いま

す。 

 

事業名 ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業 

担当課 子ども課 

事業概要 

ひとり親家庭の親及び子どもの学び直しをすることにより、安定した雇

用につなげていくため、高等学校卒業程度認定試験合格のための講座を

受講する場合の費用を一部助成します。 
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基本方針６ 障害児施策の充実 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業名 障害児通所支援事業 

担当課 社会福祉課 

事業概要 
児童福祉法にもとづいた障害児通所支援施設（児童発達支援、放課後デ

イサービス等）に対し、給付支援を行います。 

 

事業名 日常生活用具給付事業 

担当課 社会福祉課 

事業概要 
在宅の身体障害児や知的障害児に対し、日常生活に必要な用具を給付し

ます。 

 

事業名 補装具支給制度 

担当課 社会福祉課 

事業概要 身体障害児に対し、補装具を給付します。 

 

事業名 自立支援医療費（育成医療） 

担当課 社会福祉課 

事業概要 

１８歳未満の障害のある児童または疾病を放置すると将来障害を残す

と認められる児童が、手術等により確実な治療効果が期待できる場合、

その医療費の一部を支給します。 

 

事業名 障害児への医療費助成 

担当課 国保年金課 

事業概要 
重度心身障害をかかえる子どもに対し、医療費の自己負担分を助成しま

す。 

 

 

 

障害のある子どもが、その可能性を十分に伸ばし身近な地域で安心した生活をお

くるために、年齢や障害等一人一人の希望に応じた専門的な支援を充実させること

が必要です。また、障害の早期発見・早期療育のための取り組みを充実するととも

に、早期からの相談支援体制を構築し、各施設や関係機関などとの連携を図りなが

ら切れ目のない円滑な支援に努めます。 
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基本方針７ 子どもの貧困対策の推進 
 

 

 

 

 

事業名 子どもの学習支援事業 

担当課 社会福祉課 

事業概要 
生活に困っている家庭の児童・生徒等を対象に、週１回から週２回程度

の無料の学習支援を行います。 

 

  

子どもの貧困をなくすため、早期発見に努め生活支援、教育支援、就労支援、経

済的支援等により早期解決を図り、子どもの将来がその生まれ育った環境によって

左右されることのないよう、包括的な環境整備を目指します。 
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基本目標３ 職業生活と家庭生活との両立の推進 

仕事と家庭の両立がしやすい職場環境づくりを推進し、誰もがワークライフバラン

スの調和がとれた働き方ができる社会の実現を目指します。 

 

基本方針８ 仕事と生活の調和の実現のための働き方の見直し 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業名 ママ・パパの子育てを応援する企業奨励金交付 

担当課 産業振興課 

事業概要 

男性の育児参加の促進と女性の活躍を推進し、安定した雇用を創出する

ため、育児休業等を取得した労働者を雇用する中小企業者（常時雇用

300 人以下）に奨励金を交付します。 

事業名 ママ・主婦等の働きたい！を応援する就職面接会開催 

担当課 産業振興課 

事業概要 

結婚や子育てなどで退職した女性等に、職業生活においても活躍してい

ただくため、市内企業との面接会をハローワークと共同で開催し、再就

職を応援しています。 

事業名 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の周知 

担当課 生活課 

事業概要 

自らの意思によって職業生活を営もうとする女性の個性と能力を十分に

発揮できる社会を実現するために、平成 28 年 4 月に施行された法律で

す。企業等に対し周知を図ります。 

誰もがやりがいや充実感を感じながら働き、子育ての時間や、家庭、地域、自

己啓発等にかかる個人の時間をもつことで、健康で豊かな生活が送れる社会の構

築が求められています。また、働く女性や共働き世帯が増え、就労形態も多様化

するなど、個人のライフスタイルや価値観も多様化しています。 

働く人の仕事と生活の両立のため、仕事や子育て、家庭生活などバランスのと

れた環境を整え、職場環境の改善、事業主及び勤労者の意識改革など多面的な取

り組みの推進に努めます。 
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第６章 計画の推進体制と進捗管理 

１ 計画の推進体制 

本計画の推進にあたり、行政、教育・保育施設関係者その他子育てに関わる関係団

体・機関が相互に連携し、協働して子育て支援に関わる取り組みを積極的に進めます。 

また、本計画の具現化のためには、家庭、行政、地域、教育・保育機関、企業が密

接な連携を図り、それぞれに適切な役割と責任を果たしていくことが期待されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政

子どもの最善の利益の実現を念
頭に、質を確保しながら、地域
の実情に応じた取組を関係者と
連携し推進します。

地域

日頃から各種地域団体間の連携
を強め、世代間交流を図るとと
もに、子どもの健全育成に関す
る活動を積極的に推進します。

家庭

家庭、地域、施設等子どもの生
活の場を連携させ、地域コミュ
ニティーの中で子どもを育成し
ていきます。

保育所・幼稚園・

認定こども園

専門的知識や技術・施設を活用
して、子どもたちの生きる力と
豊かな心を育む教育・保育の充
実に努めます。

企業

働く人の職業生活と家庭生活と
の両立（ワーク・ライフ・バラ
ンス）が図られるような雇用環
境の整備を行います。
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２ 点検・評価 

計画の推進にあたっては、各年度において計画に基づく施策の実施状況を把握・点

検し、その結果をその後の対策の実施や計画の見直し等に反映させていくことが必要

です。 

本計画では、関連各課による施策・事業に関する事務事業評価を行うとともに、Ｐ

ＤＣＡサイクルによる効率的な行政運営を目指していきます。 

本市では、子ども・子育て支援法に基づき、2013（平成 25）年 9 月に「沼田市子

ども・子育て会議条例」を制定し、同年 11 月に「子ども・子育て会議」を設置しまし

た。この会議では、本計画に基づく施策の実施状況などについて、毎年度、点検・評

価を行い、施策の改善や強化につなげていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

推進（Do）

目標達成に向けて各種取

組を推進します。

改善（Action）
評価に基づき、計画の改善

を行います。

評価（Check）

取組状況と達成状況を把握

し、評価を行います。

計画策定（Plan）

目標を設定して、実現する

ための計画を立てます。
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資料編 

１ 計画策定の経緯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※策定時に子ども・子育て会議の会議経過が入ります 
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２ 沼田市子ども・子育て会議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※策定時に子ども・子育て会議条例が入ります 
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３ 委員名簿 

 

 

 

 

 

 

 

 

※策定時に子ども・子育て会議委員名簿が入ります 
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